
告

示 

埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
十
号 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
が
適
用
さ
れ
る
建
設
工
事
の
請
負
契
約
並
び
に
建
設
工
事

に
係
る
設
計
、
調
査
及
び
測
量
の
業
務
の
委
託
契
約
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
建
設
工
事
の
請
負
等
の

契
約
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
令
和
三
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を

受
け
た
者
が
締
結
す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

令
和
三
年
四
月
二
十
日 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

北 

島 

通 

次 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格 

 
 
 
 

建
設
工
事
の
請
負
等
の
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
入
札
参

加
資
格
認
定
申
請
を
し
て
、
資
格
が
あ
る
旨
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

被
認
定
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
と
す
る
。 

二 

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

ロ 

埼
玉
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
五
号
）
第

百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者
及
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
締
結

す
る
契
約
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

ハ 

埼
玉
県
企
業
局
建
設
工
事
請
負
等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五

十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
告
示
第
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
埼
玉
県
建
設
工
事
請
負

等
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
八
号
）
第

十
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
格
者

名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
、
当
該
抹
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

ニ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
企
業
局
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
等

の
措
置
要
領
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

ホ 

入
札
公
告
日
か
ら
落
札
決
定
ま
で
の
期
間
に
、
埼
玉
県
企
業
局
の
契
約
に
係
る
暴
力
団
排

除
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
施
行
。
公
営
企
業
管
理
者
決
裁
）
に
基
づ
く
入
札

参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
が
あ
る
者 

ヘ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

⑴ 

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
て
い
な
い
者 



⑵ 

入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七
月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日

と
す
る
建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
に
関
す
る
客
観
的

事
項
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
「
経
営
事
項
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
な
い
者 

⑶ 
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行

っ
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑷ 

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
行
っ
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

⑸ 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行

っ
て
い
な
い
者
（
当
該
届
出
を
要
し
な
い
者
を
除
く
。
） 

ト 

測
量
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

チ 

建
築
関
連
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
委
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者 

リ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
公
営
企
業
管
理
者
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

三 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件 

認
定
を
受
け
る
た
め
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

イ 

建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
あ
っ
て
は
、
入
札
参
加
資
格
認
定
を
申
請
し
た
日
か
ら
一
年
七

月
前
の
日
以
後
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す
る
経
営
事
項
審
査
の
総
合
評
定
値 

ロ 

年
間
平
均
完
成
工
事
高
、
年
間
平
均
業
務
実
績
高
又
は
年
間
平
均
売
上
高 

ハ 

自
己
資
本
の
額 

四 

認
定
申
請
の
方
法
及
び
資
格
の
有
効
期
間 

 
 
 
 

入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る
。 


